
■男女共同参画とは？ 

男女共同参画とは、英語で”gender equality（ジェンダーの平等）”といい、「男だから」「女だから」と

いった、性別の違いによる偏った考えにとらわれることなく、一人ひとりが自らの能力や個性を発揮でき、人として

平等に認められていることをいいます。 

 そして、男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分

野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享

受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。 

男女共同参画社会が実現すると・・・男性も女性も意欲に応じてあらゆる分野で活躍できる社会になり、家庭

生活が充実し、職場に活気が溢れ、地域活動にも参画することによって地域コミュニティーが強化されます。 
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～「イクボスシンポジウム In 仙南」を開催しました～

平成３０年７月３１日（火）、育児・介護のダブルケアな

ど生活が多様化する社員が、いきいきと働くことができる

職場環境を実現するために、新しい時代の理想の上司「イ

クボス（※）」の必要性を再認識し、男女が共に活躍できる

社会について考え、理解を深めてもらうため、「イクボス

シンポジウム In 仙南」を宮城県と共催で開催しました。

「イクボス」の第一人者である、ＮＰＯ法人ファザーリン

グ・ジャパン理事 川島 高之（かわしま たかゆき）氏

を講師に招き、「日本で一番、働きたくなる街みやぎへ」を

テーマに講演していただきました。 

 育児や介護などで働く場所や時間に制約のある社員が

増えていく中どう対応していくか、働き方や職場環境の見

直し等について、講師自身の経験や実績を基に講話をいた

だきました。川島氏は「ワーク・ライフ・バランスは、与

えられるものではなく自ら取りにいくもの。だから、ワー

ク・ライフ・バランスが出来ない理由を挙げるのではなく、

出来る手段を考え実行する。あとは、退路を断ち、人生を

欲張る貪欲さを持つこと。働き方改革は、生き方改革であ

る。」と述べられていました。町内外の企業等から６８名

の参加があり、参加者たちは川島氏の講話に熱心に耳を傾

けていました。 

※イクボスとは・・・部下の私生活とキャリアを応援しながら、自

らもワーク・ライフ・バランスを満喫し、組織の成果達成に強い責

任感を持つ上司（経営者・管理職）。 

～審議会を開催しました～ 

平成３０年度第２回目の「柴田町男女共

同参画推進審議会」を平成３１年２月２５

日（月）柴田町役場にて開催しました。 

 今回は、第４次しばた男女共同参画プラ

ンに基づく平成３０年度事業計画の中間報

告について、委員の皆様に審議いただきま

した。様々な意見や提案が述べられ、充実

した審議会であったと感じるとともに、い

ただいた貴重な意見等をきちんとフィード

バックして、新年度事業計画作成の際に反

映するよう一層努めなければならないと奮

起しました。 

計画の目標達成を目指すのはもちろん、

「男性も女性も誰もが、社会のあらゆる分

野で活躍できる男女共同参画社会」の実現

に向けて、引き続き、町を挙げて取り組ん

でまいります。Ｎ
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■発行 柴田町まちづくり政策課 企画班 TEL：54-2111 Email：plan@town.shibata.miyagi.jp 

・ドメスティック・バイオレンスとは？ 

 ドメスティック・バイオレンス（domestic violence）は、その頭文字を取って「DV」と略されて呼ばれる

ことが多く、日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、または親密な関係にあった人から振るわれる暴力」

という意味で使用されています。 

 暴力と言うと「殴る・蹴る」などの身体的暴力を思い浮かべる方が多いと思いますが、「無視する・脅す・人前で

侮辱する」などの精神的暴力、「性行為の強要」などの性的暴行、「生活費を渡さない・借金を繰り返す」などの

経済的暴力など、暴力には様々な形があります。これらは全て重大な人権侵害にも関わらず、家庭内で行われる

ことが多いため外部からの発見が困難で、また、加害者には罪の意識が薄く、気づかないうちにエスカレートし、

重大な被害が生じる可能性が高いという特性があります。 

 

・被害者の多くは女性ですが、男性の被害者も増加傾向にあります 

 配偶者やパートナー間での暴力は、被害者が女性の場合が圧倒的に多く、内閣府が行ったアンケート調査では、

女性の約３人に１人は DV を経験したことがあると回答しており、また、警察庁の報告によると、平成 2８年中の

配偶者間における犯罪被害者のうち、約 9２％が女性だったことが報告されています。 

 DV の被害者に女性が多い背景には複雑な要因が絡み合っていると言われていますが、１つは、一般的に

男性の方が女性より肉体的な面で勝るということが挙げられます。また、日本では古くから「男性は仕事、女性は

家庭」といった固定的な役割分担意識が根強く、経済的・社会的地位が、女性よりも男性が優位という考え方がある

ことも要因と考えられています。 

 しかし、最近では男性が被害者になるケースも少なくありません。さらに、男性が被害者の場合、先に述べた

社会的な立場やプライドが邪魔して相談できず、その被害が深刻になるまで表に出ないのが特徴です。 

男女に関わらず、DV 被害を最小限にとどめ、被害者が相談・支援を受けやすくするためには、DV を家庭内の

ことと軽視せず、社会全体が認知していくことが大切です。 

 

・若年者の交際で起こる「デート DV」 

 DV の中で、交際中の若者同士の間におこる暴力のことを「デート DV」と言います。独占したり束縛することが

愛情表現であると思い込んだり、暴力を「好きだから」「嫌われたくないから」という理由で許してしまうことが

原因として挙げられますが、エスカレートすると傷害事件やストーカー事件に発展する可能性があります。 

 

■ドメスティック・バイオレンス（DV）をご存知ですか？ 

宮城県発行啓発リーフレット 

こちらもご覧ください 

■ドメスティック・バイオレンス（DV）をご存知ですか？ 

💡ひとりで悩まずに相談しましょう 
DV は時間が経つにつれて逃げる機会や自尊心を失い、脱出できなくなります。
「もしかしたら」と思ったら、ひとりで悩まず以下の窓口に相談しましょう。
また、友人が悩んでいたら、勇気を持って相談するよう勧めてください。 
 
・宮城県女性相談センター（配偶者暴力相談支援センター） 

  TEL：022-256-0965  月～金 8:30～17:00 

 ・みやぎ男女共同参画相談室 

  TEL：022-211-2570  月～金 8:30～16:45 

  ※男性相談員による相談受付 

TEL：022-211-2557  毎週水曜 12:00～17:00 

 ・みやぎ夜間・休日 DV ほっとライン 

   TEL：022-725-3660  夜間：毎週木・土曜 17:30～21:00 

                休日：毎週日曜    13:00～17:00 

宮城県ホームページ 

(配偶者等からの暴力(ＤＶ) 

被害者の支援について) 


